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はじめに 

令和 5年 12月 14日に令和 6年度の税制改正大

綱が公表されました。今回は外形標準課税の見直

しについてご紹介します。 

 

１. 外形標準課税制度とは 

法人事業税のうち資本金 1億円超の普通法人に

対して収益分配額(報酬給与額、純支払利子及び

純支払賃借料の合計額)と、単年度損益との合計

額を課税標準とする付加価値割と、資本金等の額

を課税標準とする資本割からなる外形基準によっ

て課される制度を外形標準課税制度といいます。  

 

         

  
参照：経済産業省「令和 6 年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】」 

 

２. 減資への対応 

① 現行基準（資本金１億円超）の法人は外形標

準課税の対象となります。 

② 前事業年度に外形標準課税の対象法人で当該

事業年度に資本金 1億円以下で、資本金と資本

剰余金の合計額が 10億円を超える法人は外形

標準課税の対象に追加されます。 

③令和 7年 4月 1日以降最初に開始する事業年度

については②にかかわらず、公布日を含む事業

年度の前事業年度に外形標準課税の対象であっ

た法人であって、当該施行日以後、最初に開始

する事業年度に資本金 1億円以下で、資本金と

資本剰余金の合計額が 10億円を超えるものは

外形標準課税の対象に追加されます。 

  
参照：総務省「令和 6 年度地方税制改正（案）について」 

 

３.100％子会社等への対応 

①「資本金＋資本剰余金」の合計額が 50億円を超

える法人等の 100％子会社等のうち、当該事業年度

末日の資本金が 1億円以下で「資本金＋資本剰余

金」が 2億円を超える法人を外形標準課税に追加し

ます。   

   
参照：総務省「令和 6 年度地方税制改正（案）について」 

 

② 新たに外形標準課税の対象となる法人につい

て、従来の課税方式で計算した税額超過額につい

て、下記の通り軽減されます。 

・令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日までの

間に開始する事業年度 

⇒当該超える額の 2/3を軽減 

・令和 9年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までの

間に開始する事業年度 

⇒当該超える額の 1/3を軽減 

おわりに 

現行では、外形標準課税は資本金１億円超の法人

が対象となる制度ですが、資本金１億円以下への減

資を中心とした要因により対象法人が導入当時の約

3分の 2まで減少しています。今回の改正では、安

定的な税収や税負担の公平性の確保の観点から実質

的な大規模な法人を対象に見直しが行われます。 

                 （担当：吉原） 

補充的な基準

[資本+資本剰余金]

10億円超

資本金（現行基準1億円超）

資本準備金

その他資本剰余金

企業会計上の貸借対照表

資

本

剰

余

金

項

目

振

替

型

減

資

《会計・税務の知識》 （税制改正特集） 外形標準課税 

2024.2.15 号 


